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 （注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

        ２ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

 当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第98期 

第３四半期 
累計期間 

第99期 
第３四半期 
累計期間 

第98期 

会計期間 
自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

営業収益 (百万円)  2,533  2,158  3,464

経常利益 (百万円)  155  131  263

四半期(当期)純利益 (百万円)  406  424  309

持分法を適用した場合の投資利益

又は投資損失（△） 
(百万円)  △37  △13  64

資本金 (百万円)  5,000  5,000  5,000

発行済株式総数 (千株) 

普通株式

 37,000

普通株式 

 37,000

普通株式

第一種優先株式

37,000

15,000

第一種優先株式

 15,000

第一種優先株式 

 15,000

純資産額 (百万円)  17,851  17,815  18,020

総資産額 (百万円)  205,391  179,991  238,431

１株当たり四半期(当期)純利益  (円)  11.11  11.60  2.73

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
(円) ― ― ― 

１株当たり配当額 (円) 

普通株式

 0.00

普通株式 

 0.00

普通株式

第一種優先株式

3.00

14.00

第一種優先株式

 0.00

第一種優先株式 

 0.00

自己資本比率 (％)  8.7  9.9  7.6

回次 
第98期 

第３四半期 
会計期間 

第99期 
第３四半期 
会計期間 

会計期間 
自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年10月１日 
至 平成24年12月31日 

１株当たり四半期純利益 

又は四半期純損失（△）  
(円)  △0.77  10.38

２【事業の内容】
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 当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

 当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

   

(1）経営成績の分析 

 当第３四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）のわが国経済につきましては、復興関連

需要などの下支えにより緩やかな回復傾向を辿りましたが、一方で国内のデフレ圧力や欧州債務問題などを背景と

した世界経済の減速懸念から、依然として先行き不透明感が払拭できない状況が続きました。 

 株式市場についてみますと、期初１万円台でスタートした日経平均株価は、欧州債務問題の再燃などから６月上

旬には半年ぶりの安値となる８千２百円台まで下落、その後も世界経済に対する先行き不安から概ね９千円を挟ん

での一進一退の展開となりましたが、期末にかけては一段の金融緩和観測の高まりを受けた円安進行などを好感し

て上昇基調に転じ、１万円台を回復し年初来高値を更新しました。 

 この間、大阪市場における信用取引買残高は期初1,300億円台でスタートした後、冴えない株式市場の動向を映

してほぼ横ばいに推移しましたが、期末にかけては株式市場の反発を受けて増加に転じ1,700億円台まで水準を切

り上げました。  

 こうした状況下、当第３四半期累計期間の営業収益は資金運用残高の減少等から2,158百万円と前年同期比

14.8％の減収となりました。営業収益減収の中、営業費用及び一般管理費の圧縮に努め、営業損失は70百万円(前

年同期は営業損失68百万円)、経常利益は131百万円(前年同期比15.1％減)となりました。一方、四半期純損益は公

開買付け応募による株式売却益を特別利益に計上したことにより424百万円(前年同期比4.4％増)と前年同期並みの

黒字となりました。 

  

(2）財政状態の分析 

  当第３四半期会計期間末の総資産額は179,991百万円と前事業年度末に比べて58,440百万円減少しました。これ

は、借入有価証券代り金や有価証券が減少したことなどによるものです。 

  一方、負債総額は162,175百万円と前事業年度末に比べて58,236百万円減少しました。これはコールマネー、貸

付有価証券代り金、短期借入金が減少したことなどによるものです。 

  この間、純資産額は17,815百万円と前事業年度末に比べて204百万円減少しました。これは、利益剰余金が増加

したものの、その他有価証券評価差額金が減少したことなどによるものです。 

   

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。 

  

(4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）第一種優先株式の内容は次のとおりであります。なお、第一種優先株式の発行は安定した事業運営のため自己資本

   の充実を図ったものであります。また、本優先株式は「社債型」優先株式であり普通株式の希薄化が生じないこと

   を重視したものであります。 

  1 優先配当金 

     ① 毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。)又は

    優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主（以下「普 

       通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、優先 

       株式１株につき年14円の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を「優先配当金」とい 

    う。）を行う。ただし、当該事業年度において下記「２ 優先中間配当金」に定める優先中間配当金を支払った 

    ときは、その額を控除した額とする。 

     ② 非累積条項 

      ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先 

     配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

   ③ 非参加条項 

      優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が 

       行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配 

    当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定 

    される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

  2 優先中間配当金 

      当社定款第41条に定める中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登 

   録株式質権者に先立ち、優先株式１株につき７円の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を 

    「優先中間配当金」という。）を行う。 

  3 残余財産の分配 

     ① 残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先  

       立ち、優先株式１株につき200円を支払う。 

     ② 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。 

 4 議決権 

   優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優 

   先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否 

   決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  94,500,000

優先株式  15,000,000

計  109,500,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成24年12月31日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成25年2月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  37,000,000  37,000,000

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数100株 

第一種優先株式  15,000,000  15,000,000 非上場 
単元株式数100株 

（注）  

計  52,000,000  52,000,000 ― ― 
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  5 優先株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等 

     ① 法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合又は分割は行わない。 

     ② 優先株式には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。 

     ③ 優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。 

 6 取得条項 

     ① 当社は、平成26年４月１日以降の日で、優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日（以 

    下「取得日」という。）に、優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社はこれと引換え 

       に、優先株式１株につき、200円に経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得

       日の前日までの日数（初日及び取得日の前日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、そ 

       の小数第３位を四捨五入する。）をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配 

       当金の額を控除した額とする。）を加算した額を金銭にて支払う。 

     ② 一部取得をするときは、按分比例の方法又は抽選により行う。 

 7 種類株主総会の決議 

    定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。 

  

該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円）

平成24年10月１日～ 

平成24年12月31日  
 ―  52,000  ―  5,000  ―  3,229

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

  

①【発行済株式】 

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、当社名義の貸借取引担保保有株式等が78,700株含まれておりま

す。なお、「議決権の数」欄には、当社名義の貸借取引担保保有株式等にかかる議決権の数787個が含まれ

ておりません。 

      ２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式71株が含まれております。 

３ 第一種優先株式の内容については「第３提出会社の状況 １株式等の状況（１)株式の総数等②発行済株

式」の(注)に記載しております。 

  

②【自己株式等】 

  

該当事項はありません。  

  

（７）【議決権の状況】

  平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 
第一種優先株式 

15,000,000
― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  441,100
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式36,537,900  364,592 ― 

単元未満株式 普通株式  21,000 ― １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数  52,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ―  364,592 ― 

  平成24年12月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

大阪証券金融㈱ 

大阪市中央区北浜二丁目

４番６号 
 441,100        441,100  0.84

計 ―  441,100        441,100  0.84

２【役員の状況】
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１ 四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成24年10月１日から平成24

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

３ 四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,313 10,145

有価証券 14,396 2,999

営業貸付金 75,647 66,192

借入有価証券代り金 85,231 61,380

その他 442 346

貸倒引当金 △2,080 △1,837

流動資産合計 182,951 139,226

固定資産   

有形固定資産 677 647

無形固定資産 627 438

投資その他の資産   

投資有価証券 53,882 39,189

その他 1,025 1,316

貸倒引当金 △733 △828

投資その他の資産合計 54,175 39,678

固定資産合計 55,480 40,764

資産合計 238,431 179,991

負債の部   

流動負債   

コールマネー 40,700 23,300

短期借入金 110,650 96,525

コマーシャル・ペーパー 26,000 18,000

貸付有価証券代り金 28,024 12,883

未払法人税等 13 17

賞与引当金 64 30

その他 4,990 4,516

流動負債合計 210,443 155,272

固定負債   

長期借入金 9,000 6,000

退職給付引当金 345 333

役員退職慰労引当金 173 139

その他 450 430

固定負債合計 9,968 6,903

負債合計 220,411 162,175
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 3,229 3,229

利益剰余金 9,394 9,498

自己株式 △131 △131

株主資本合計 17,492 17,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 527 219

評価・換算差額等合計 527 219

純資産合計 18,020 17,815

負債純資産合計 238,431 179,991
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（２）【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益 2,533 2,158

営業費用 899 711

営業総利益 1,634 1,447

一般管理費 1,702 1,517

営業損失（△） △68 △70

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 155 157

受取賃貸料 51 51

その他 22 4

営業外収益合計 233 215

営業外費用   

支払利息 9 13

その他 0 0

営業外費用合計 9 13

経常利益 155 131

特別利益   

投資有価証券売却益 － 330

投資有価証券清算分配金 369 －

特別利益合計 369 330

特別損失   

合併関連費用 － 30

有形固定資産除却損 8 －

ゴルフ会員権評価損 3 －

投資有価証券評価損 54 －

特別損失合計 66 30

税引前四半期純利益 458 432

法人税、住民税及び事業税 4 4

法人税等調整額 48 4

法人税等合計 52 8

四半期純利益 406 424
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当第３四半期会計期間（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる営業損失、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１  配当金支払額 

  

２  基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後

  となるもの 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１  配当金支払額 

  

２  基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後

  となるもの 

該当事項はありません。 

  

    金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がないか、四半期

貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、

注記を省略しております。  

  

【継続企業の前提に関する事項】

【会計方針の変更等】

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

減価償却費 百万円 282 百万円 307

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月24日 

定時株主総会 

普通株式  109  3 平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金 

第一種 
優先株式 

 210  14 平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月26日 

定時株主総会 

普通株式  109  3 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金 

第一種 
優先株式 

 210  14 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

（金融商品関係）

-11-



その他有価証券が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著し

い変動が認められます。 

  

その他有価証券 

前事業年度（平成24年３月31日） 

  

当第３四半期会計期間（平成24年12月31日） 

   

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

    

前第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自 平

成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

当社は、証券金融業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（有価証券関係）

区分 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

① 株式  2,388  3,072  684

② 債券  64,691  64,833  141

③ その他  ―  ―  ―

合計  67,080  67,906  826

区分 取得原価（百万円） 
四半期貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

① 株式  1,277  1,504  226

② 債券  40,216  40,311  94

③ その他  ―  ―  ―

合計  41,494  41,816  321

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成24年12月31日） 

関連会社に対する投資の金額 百万円 12 百万円 12

持分法を適用した場合の投資の金額  1,034  996

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

持分法を適用した場合の投資損失（△）の金額 百万円 △37 百万円 △13

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   

１ 合併契約の締結 

  当社は、平成25年１月30日開催の取締役会において、日本証券金融株式会社（以下「日証金」といいま

す。）との間で、当社を吸収合併消滅会社、日証金を吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本合併」とい

います。）の方式により合併することを定めた吸収合併契約を締結することを決議し、同日付で同合併契約を

締結いたしました。 

（１） 合併の目的 

株式会社東京証券取引所グループ及び株式会社大阪証券取引所は、平成25年１月１日付けで合併し、株式

会社日本取引所グループが発足いたしました。今後、現物市場運営会社、デリバティブ市場運営会社、自主

規制法人、清算機関を傘下に持つ企業グループを形成することとなっております。 

このような証券取引所の再編の動きを受けて、当社及び日証金は、平成24年10月15日に公表いたしました

とおり、株式市場の参加者及び投資家の利便性向上並びに市場の効率性向上といった観点から、経営統合に

向けた協議を行ってまいりました。その結果、今般、両社は、システム統合等を推進することにより大きな

シナジー効果が得られるとの認識で一致し、合併することを合意いたしました。 

（２） 合併する相手会社の名称 

日本証券金融株式会社 

（３） 合併の方法、合併後の会社の名称 

① 合併の方法 

当社を吸収合併消滅会社とし、日証金を吸収合併存続会社として合併します。本合併については、その

効力発生日の前日までに当社が発行済第一種優先株式の全てを取得のうえ消却することを停止条件として

効力が生ずるものとします。 

② 合併後の会社の名称 

日本証券金融株式会社 

（４） 合併比率等 

（注１）株式の割当比率 

当社の普通株式１株につき、日証金の普通株式0.39株を割当交付いたします。 

（注２）日証金が合併により新たに発行する普通株式数（予定）： 13,607,943株 

（日証金は、その保有する自己株式650,000株を本合併による株式の割当交付に充当する予定で

す。） 

（５） 相手会社の主な事業の内容、規模 

主な事業の内容  証券金融業 

営業収益     （連結）20,229百万円（平成24年３月31日現在） 

当期純利益    （連結）779百万円（平成24年３月31日現在） 

総資産の額    （連結）4,931,285百万円（平成24年３月31日現在） 

純資産の額    （連結）115,546百万円（平成24年３月31日現在） 

（１株当たり情報）

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 11 11 円 銭 11 60

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  406  424

普通株主に帰属しない金額（百万円）  ―  ―

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  406  424

普通株式の期中平均株式数（千株）  36,559  36,558

（重要な後発事象）

会社名 日証金（存続会社） 当社（消滅会社） 

合併比率  1  0.39
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（６） 合併の時期 

平成25年７月22日（予定） 

  

２ 自己株式（第一種優先株式）の取得に係る事項の決定 

当社は平成25年１月30日開催の取締役会において、当社が発行する第一種優先株式に関して、当社株主総会

において承認されること等を前提に、会社法第156条の規定に基づく自己株式取得に係る事項を決議し、全て

の第一種優先株式の株主（以下「第一種優先株主」といいます。）との間で、当社による第一種優先株式の取

得について合意（以下「本件合意」といいます。）に至りました。 

（１） 自己株式の取得を行う理由 

当社及び日本証券金融株式会社（以下「日証金」といいます。）は、当社を吸収合併消滅会社とし、日証

金を吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本件合併」といいます。）を実施するために平成25年１月30

日に合併契約を締結しております。 

本件合併は、その効力発生日の前日までに当社が発行済第一種優先株式の全てを取得のうえ消却すること

を停止条件として効力が生ずるとされており、当社による第一種優先株式の取得は当該停止条件を満たすた

めに行われます。本件合意に基づいて、全ての第一種優先株主は、一定の前提条件（会社法上の自己株式取

得に関する手続が履践されていることを含みます。）を満たした場合、その保有する全ての第一種優先株式

の譲渡の申込みを当社に対して行うことになり、当社は発行済みの第一種優先株式の全てを取得することに

なります。なお、本件合併について手続上重大な障害が生じた場合には、当社は第一種優先株式の取得を実

施いたしません。 

（２） 取得に係る事項の内容 

① 取得する株式の種類 第一種優先株式 

② 取得する株式の数  15,000,000株 

③ 取得価額      3,165百万円 

④ 取得予定日     平成25年４月15日 

なお、当社による第一種優先株式の取得には、会社法第156条の規定に基づき株主総会決議が必要となるた

め、その承認を得るために、平成25年２月14日を基準日とする当社臨時株主総会を平成25年３月下旬に開催す

る予定です。 

  

 該当事項はありません。 

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大阪証券金
融株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第99期事業年度の第３四半期会計期間（平成24年10月１
日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半
期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期財務諸表に対する経営者の責任  
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。 
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  
監査人の結論  
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、大阪証券金融株式会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい
て認められなかった。 
  
強調事項 
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成25年１月30日開催の取締役会において、日本証券金融株式会社

を吸収合併存続会社とする吸収合併契約を締結することを決議し、同日付で同合併契約を締結した。 

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。 
  
利害関係  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成25年２月12日

大阪証券金融株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 梅原  隆  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 仲  昌彦  印 

  
 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。 
２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年２月12日 

【会社名】 大阪証券金融株式会社 

【英訳名】 Osaka Securities Finance Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  堀田 隆夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 

【縦覧に供する場所】 大阪証券金融株式会社 東京支社 

（東京都中央区日本橋二丁目15番３号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



 当社取締役社長堀田隆夫は、当社の第99期第３四半期（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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